
会津若松市における事業統合と第三者委託事例

給水人口 ： 人

1日最大給水量： ｍ
3
/日

給水面積 ： km
2

職員数 ： 【直営】 人 【第三者委託】 人 【委託】 0 人
【官民連携】 【事業統合】

（母体事業） ※H29年度

※H30年度 ※H29年度

第三者委託契約　（３条範囲の維持管理）＋浄水場DBO事業

第三者委託は19年間　（平成26年4月～平成45年3月）施設建設は4年間　（平成26年4月～平成30年3月）

○平成29年度　：　北会津村、河東町の水道事業及び簡易水道事業統合（事業の全部譲受（届出））
○平成30年度　：　湯川村簡易水道事業統合（給水区域拡張）

・ 人材及び技術力の確保 〔委託による人材の確保〕
・ 日常の施設管理水準の向上 〔包括的な委託による職員数減少、その他費用の削減効果〕
・ 中長期的な管理水準の向上 〔「取水から蛇口まで」一貫した責任体制の確立、浄水場規模の縮小と更新事業費の削減〕
・ 施設の共同化 ※明記はなし
・ 災害対応、危機管理能力の向上 〔災害発生時の人員確保、東日本大震災でも短期間に復旧〕

・ 人材及び技術力の確保（職員育成の必要性）
・　受託者の業務習熟期間の設定と移行期間の水道事業体側の管理体制の維持（引き継ぎ）

公営を基本　　＋
④第三者委託(包括・性能発注)民間委託(浄水場運転管理事業、送配水施設維持管理)
⑥DBO 民間委託(浄水場更新事業)

㈱ジェネッツ 浄水場等 送配水管 滝沢浄水場更新事業

　　　

・　滝沢浄水場更新整備等事業及び送配水施設維持管理事業 (会津若松アクアパートナー㈱)

経緯

広域連携事例
⑬及び公民連
携事例①

契約形態

会津若松市水道事業

会津若松市
水道事業

湯川村

河東町

委託

会津若松市水道事業

SPC　会津若松アクアパートナー㈱

24

期間

公民連携の
メリット

公民連携の
デメリット

36

業務手法
（公民連携等）

対象業務

スキーム

事業規模

120,499

48,738
137.11

北会津村

浄水施設
維持管理

共同委託 窓口 検針・料金徴収等

直営 経営・計画、管理（総務・人事・財務）

共同化等 営業 維持管理（運転・保全） 更新等（設計・建設等）

管路施設 管路 施設

第三者委託契約

（DBO事業含む）

滝沢浄水場更新整備等

事業及び送配水施設維

持管理事業

維持管理範囲は水源～蛇口まで

（市内5浄水場維持管理含む）


